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千葉大学大学院工学研究院生命倫理審査委員会規程 

 

（目的） 

第１条 千葉大学大学院工学研究院（以下「工学研究院」という。）で行われるヒトを対象とし

た研究（以下「研究」という。）については，次の各号に掲げる最新の宣言及び指針の趣旨に

沿って人間の尊厳及び人権を尊重し，社会の理解と協力を得て適正な研究を実施するため，そ

の審査に当たることを目的として千葉大学大学院工学研究院生命倫理審査委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

一 ヘルシンキ宣言（１９６４年世界医師会採択，２０００年世界医師会修正） 

二 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成１３年文部科学省・厚生労働省・経

済産業省告示第１号） 

三 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成２６年文部科学省・厚生労働省告示第

３号） 

四 人間工学研究のための倫理指針（平成２１年１１月１３日一般社団法人日本人間工学会） 

（組織） 

第２条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

一 工学研究院の教授 ４名 

二 工学研究院の教員以外の者で倫理及び法律面の有識者 若干名 

三 市民の立場の者 若干名 

 四 その他委員会が必要と認める者 

２ 前項の委員は，男女両性により構成するものとする。 

 （任期） 

第３条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任

期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選によって定める。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代行する。 

 （議事） 

第５条 委員会は，次に掲げる要件の全てを満たさなければ議事を開き議決することができない。 

一 委員が５名以上出席すること。 

二 第２条第１項第１号から第３号までの委員がそれぞれ１名以上出席すること。 

三 男性委員及び女性委員がそれぞれ１名以上出席すること。 

２ 審査の判定は，出席委員全員の合意による。ただし，委員長が議事について重要事項と判断

した場合は，委員全員の合意を必要とする。 

３ 研究院長は，委員会の審議及び意見の決定に参加することはできない。ただし，委員会にお
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ける当該審査の内容を把握するために必要な場合には，委員会の同意を得た上で，その会議に

同席することができる。 

４ 審査の対象となる研究の実施に携わる研究者等は，委員会の審議及び意見の決定に同席する

ことはできない。ただし，委員会の求めに応じて，その会議に出席し，当該研究等に関する説

明を行うことはできる。 

（情報の公開） 

第６条 研究院長は，委員会の組織に関する事項及び運営に関する規程等を公開するものとし，

委員会の開催状況及び審査の概要を，年一回以上公開するものとする。ただし，公開すること

によって，試料等提供者の人権，研究に係る創造性又は知的財産権の保護に支障の生ずるおそ

れがある部分は非公開とする。 

（申請手続及び審査等） 

第７条 工学研究院において研究を行おうとし，又は承認された研究の計画を変更しようとする

個人又は団体の責任者（以下「実施責任者」という。）は，別に定める申請書類により研究院

長の承認を受けるための申請を行う。 

２ 研究院長は，実施責任者からの申請書を受理したときは，承認又は不承認その他研究に関し

必要な措置を決定するに当たり，委員会に意見を求めるものとする。 

３ 委員会は，研究院長から意見を求められた研究の実施計画について，倫理的・法的・社会的

観点を中心に科学的観点も含め，特に次の各号に掲げる事項について留意して審査するものと

する。 

一 試料等提供者の尊厳及び人権の擁護 

二 予測される試料等提供者に対する危険又は不利益及び個人識別情報を含む情報の保護の方

法 

三 インフォームド・コンセントの方法 

四 研究期間中及び研究期間終了後の試料等の保存又は廃棄の方法 

五 研究成果の公表 

六 その他研究に関し必要な措置 

４ 委員長は，審査後速やかにその結果を，別に定める報告書により研究院長に報告し，必要に

応じて意見を述べるものとする。 

５ 研究院長は，前項の結果及び意見を尊重して，研究の実施又は承認された研究の計画の変更

について可否等を決定し，別に定める生命倫理審査結果通知書により実施責任者に通知する。

ただし，委員会の報告に疑義が生じた場合は，委員会に再審査を求めることができる。 

（迅速審査） 

第８条 委員長は，次の各号に掲げるいずれかの審査申請があったときは，委員長が指名する委

員と協議のうえ判定することができる。 

一 研究計画の軽微な変更の審査 

二 共同研究であって，既に主たる研究実施機関において倫理審査委員会の承認を受けた研究計
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画を工学研究院において実施しようとする場合の研究計画の審査 

三 研究対象者等に対して最小限の危険（日常生活や健康検査で被る身体的，心理的，社会的危

害の可能性の限度を超えない危険であって，社会的に許容される種類のものをいう。）を超え

る危険を含まない研究計画の審査 

２ 前項により判定を行ったときは，当該判定を行った委員以外の全ての委員に結果を報告しな

ければならない。 

（実施制限及び再審査） 

第９条 実施責任者は，審査結果通知書による承認（条件付承認を含む。）の判定を経た後でな

ければ，当該研究を実施することはできない。 

２ 実施責任者は，審査の結果に異議があるときは，再審査を請求することができる。 

３ 研究院長は，前項の請求について，必要と認めたときは，委員会に再審査を求める。 

 （経過報告） 

第１０条 研究院長が必要と認めたときは，実施責任者に対し研究の実施途中においても経過報

告を求めることができる。 

 （研究の終了又は中止の報告） 

第１１条 実施責任者は，研究を終了し，又は中止したときは，速やかに研究終了又は中止の報

告書により研究院長に報告しなければならない。 

２ 研究院長は，前項の報告を受けたときは，委員会に報告する。 

（保管年限） 

第１２条 研究の審査に関係する書類の保管年限は，法令等に特別の定めがある場合を除き，５

年とする。 

２ 保管年限を経過した書類で更に保管が必要と委員会が認める書類は，保管年限を延長するこ

とができる。 

３ 保管年限は，当該研究の終了について報告された日の属する年度終了の日の翌日から起算す

る。 

 （事務） 

第１３条 委員会の事務は，西千葉地区事務部理工系総務課において処理する。 

（雑則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ 千葉大学大学院工学研究科生命倫理審査委員会規程（平成１９年４月１日制定）は，廃止す

る。 

３ 現に前項の規定による廃止前の工学研究科生命倫理審査委員会規程第２条第１項の規定によ

り委員となった者であって，この規程の施行日に引き続き任期があるものについては，この規

程により委員になったものとみなし，その任期は，第３条の規定にかかわらず，平成３１年３
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月３１日までとし，再任を防げないものとする。 

４ この規程の施行の際，現に工学研究科生命倫理審査委員会規程第７条第５項の規定により工

学研究科長に承認を得ている研究は，この規程の第７条第５項の規定により工学研究院長の承

認を得ているものとみなす。 

   附 則 

 この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，令和元年７月１日から施行する。 


